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（５号炉及び６号炉に係る保安措置） 

 

 

 

 

 

 
 



Ⅲ-2-98-1 

（周辺監視区域） 

第９８条  

周辺監視区域は，図９８に示す区域とする。 

２．核セキュリティ運営管理ＧＭは，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設ける又は標識

を掲げること等により，業務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に

立入るおそれのないことが明らかな場合は，この限りでない。 

 



Ⅲ-2-98-2 

図９８ 

 



Ⅲ-2-101-1 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定） 

第１０１条 

各プログラム部長及び各ＧＭは，表１０１－１及び表１０１－２（第９３条の２第１項

（２）の区域内にある汚染のおそれのない管理対象区域内に限る）に定める管理対象区域

内における測定項目について，同表に定める頻度で測定する。ただし，人の立ち入れない

措置を講じた管理対象区域については，この限りでない。 

２．放出・環境モニタリングＧＭは，表１０１－１に定める周辺監視区域境界付近（測定

場所は図１０１に定める。）における測定項目について，同表に定める頻度で測定する。 

３．放射線防護ＧＭは，第１項の測定により，放出・環境モニタリングＧＭは，第２項の

測定により，異常が認められた場合は，直ちにその原因を調査し，必要な措置を講じる。 

４．各プログラム部長及び各ＧＭは，第１項に定める測定結果を放射線防護ＧＭに連絡す

る。放射線防護ＧＭは，測定結果を記入したサーベイマップを作成する。 

 

表１０１－１ 

場    所 測定項目 所管 GM 測定頻度 

１．管理対象区

域内（管理区域

内を含む）※１ 
外部放射線に係る線量当量率 

各プログラム部長及び

各ＧＭ 

放射線レベ

ルに応じて 

放射線防護ＧＭ※２ 
毎日運転中

に１回※３ 

外部放射線に係る線量当量 放射線防護ＧＭ １週間に1回 

空気中の放射性物質濃度 放射線防護ＧＭ １週間に1回 

表面汚染密度 放射線防護ＧＭ １週間に1回 

２．周辺監視区

域境界付近 
空気吸収線量 

放出・環境モニタリン

グＧＭ 
３ヶ月に１回 

空気吸収線量率※４ 
放出・環境モニタリン

グＧＭ 
常時 

空気中の粒子状放射性物質濃

度 

放出・環境モニタリン

グＧＭ 
３ヶ月に１回 

※１：人の立入頻度等を考慮して，被ばく管理上重要な項目について測定 

※２：５号炉及び６号炉のエリアモニタにおいて測定する項目 

※３：当該エリアが滞留水により人の立ち入れない状況にあり，修理又は代替品の補充が

速やかに実施できず，当該エリアの外部放射線に係る線量当量率が定められた頻度

で測定できない場合は，他のエリアモニタの計測値で代替する。 

※４：モニタリングポストにおいて測定する項目 



Ⅲ-2-101-2 

表１０１－２ 

場  所 測定項目 所管ＧＭ 測定頻度 

汚染のおそれ

のない管理対

象区域内 

表面汚染密度 

放射線防護ＧＭ 

毎日１回 

（汚染のおそれのない管理

対象区域が設定されている

期間） 

空気中の放射

性物質濃度 

 

図１０１ 

 



Ⅲ-2-附則-1 

附  則 

 

附則（                       ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．添付１（管理区域図）の全体図及び添付２（管理対象区域図）の全体図の変更は，そ

れぞれの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年３月２２日 原規規発第 2303227 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第１０２条については，令和２年９月１１日に公布された放射性同位元素等の規制に

関する法律施行規則の施行までに適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年３月７日 原規規発第 2303075 号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和５年５月１日から施行する。 

２．添付２（管理対象区域図）の全体図における瓦礫類一時保管エリアの変更は，それぞ

れの区域の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和５年２月２１日 原規規発第 2302212 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第８９条の表８９－１における固体廃棄物貯蔵庫第１０棟排気口から放出される放射

性気体廃棄物の管理については，固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の運用を開始した時点から

適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図及び固体廃棄物貯蔵庫第１０棟の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

 

附則（令和３年４月６日 原規規発第 2104063 号） 

（施行期日） 



Ⅲ-2-附則-2 

第１条 

２．第５条，第８７条，第８７条の２及び第８９条については，減容処理設備の運用を開

始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理区域図面並びに添付２（管理

対象区域図）の全体図及び減容処理建屋の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域

の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理

対象区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退

域管理棟の管理対象区域図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用

することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年５月２７日 原規規発第 2005271 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，大型廃棄物保管庫の運用を開始した時点から適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

３．添付１（管理区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理区域図面並びに添付２（管

理対象区域図）の全体図及び大型廃棄物保管庫の管理対象区域図面の変更は，それぞれ

の区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（令和２年２月１３日 原規規発第 2002134 号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条，第８７条，第８７条の２及び第８９条の表８９－１における増設焼却炉建屋

排気筒から放出される放射性気体廃棄物の管理については，増設雑固体廃棄物焼却設備

の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142 号） 

（施行期日） 

 第１条 

第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な

場合，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすこ



Ⅲ-2-附則-3 

とができる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付１  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条の２及び第９３条の３関連） 

 

 

 

 

添付１については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 添付２  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
 

 

 

 

 

添付２については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 


